
箕
面
市
い
じ
め
被
害
者
弁
護
士
費
用
補
助
金
交
付
要
綱 

（
令
和
六
年
三
月
五
日
箕
面
市
訓
令
第
十
四
号
） 

改
正　

令
和
八
年
三
月
三
十
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
七
号 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

学
校
に
お
け
る
い
じ
め
の
長
期
化
及
び
深
刻
化
の
防
止
並
び
に
早
期
解
決
を

目
的
と
し
、
現
に
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
児
童
等
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
箕
面

市
い
じ
め
被
害
者
弁
護
士
費
用
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に

つ
い
て
は
、
箕
面
市
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
箕
面
市
規
則
第
二
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
い
じ
め
」
と
は
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
い
じ
め
を
い
う
。 

２　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
学
校
」
と
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
の
う

ち
箕
面
市
立
小
学
校
及
び
中
学
校
を
い
う
。 

３　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
は
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
等

の
う
ち
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
又
は
生
徒
を
い
う
。 

４　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
者

を
い
う
。 

（
補
助
対
象
者
） 

第
三
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
補
助
対
象
者
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
、
市
長
が
認
め
る
も
の
と
す

る
。 

一　

現
に
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
児
童
等
の
保
護
者
で
あ
る
こ
と
。 



二　

過
去
に
同
一
の
児
童
等
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。 

（
補
助
対
象
経
費
） 

第
四
条　

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
（
以
下
「
補
助
対
象
経
費
」
と
い

う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

補
助
対
象
者
が
、
い
じ
め
の
解
決
の
た
め
に
弁
護
士
に
委
任
し
た
次
に
掲
げ
る

事
項
の
着
手
金
に
相
当
す
る
費
用
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
、
訴

訟
手
続
（
調
停
手
続
を
含
む
。
）
並
び
に
告
訴
及
び
告
発
手
続
（
以
下
「
損
害
賠

償
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
費
用
は
、
補
助
対
象
経
費
と
し
な
い
。 

イ　

当
該
い
じ
め
の
中
止
又
は
学
校
等
に
対
す
る
再
発
防
止
の
交
渉 

ロ　

当
該
い
じ
め
に
関
す
る
調
査
の
申
入
れ 

ハ　

当
該
い
じ
め
の
相
談 

二　

受
任
し
た
弁
護
士
が
補
助
金
の
申
請
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
。 

三　

当
該
い
じ
め
の
解
決
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
市
長
が
認
め
る
こ
と
。 

（
補
助
金
の
額
） 

第
五
条　

補
助
金
の
額
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
補
助
対
象
経
費
の
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
一
件
に
つ
き
三
十
三
万
円
を
限
度
と
す
る
。 

（
補
助
金
の
交
付
申
請
） 

第
六
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の

箕
面
市
補
助
金
交
付
申
請
書
兼
補
助
事
業
実
績
報
告
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

弁
護
士
に
委
任
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二　

補
助
対
象
経
費
の
金
額
を
証
明
す
る
書
類
。
た
だ
し
、
未
払
の
場
合
は
、
弁
護

士
事
務
所
の
報
酬
規
程
の
写
し 

三　

受
任
し
た
弁
護
士
の
同
意
書
（
様
式
第
一
号
） 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 



（
補
助
金
の
返
還
） 

第
七
条　

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
っ
た
事
案
に
関
し
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た

者
が
委
任
し
た
弁
護
士
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
市
長
は
、
損

害
賠
償
請
求
等
に
関
す
る
弁
護
士
費
用
の
有
償
無
償
を
問
わ
ず
、
規
則
第
八
条
又
は

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消
し
、
規
則
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
補
助
金
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
八
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
定
め
る
。 

附　

則 

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る 

附　

則
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
七
号
） 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第６条関係）  

 

箕面市いじめ被害者弁護士費用補助金交付申請同意書  

 

（宛先）箕面市長  

 

私は、下記第１項に記載の依頼人から、その現に監護する児童等のい

じめ被害の解決について相談を受け、第２項に記載の内容について委任

契約を結びました。つきましては、依頼人が箕面市いじめ被害者弁護士

費用補助金の交付申請を行うことについて同意します。  

 

記  

１．依頼人  

氏名  

住所  

生年月日  

児童等の氏名  

 

２．委任事項  

 

 

 

受任弁護士　住所　　　　　　　　　　　　　  

氏名　　　　　　　　　　　　　


